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通建連合「労働安全衛生強化期間」として 2024年 2月 1日～29日の期間において、

各職場での安全グッズ（除菌ウェットティッシュ）配布による注意喚起や労使合同による

現場第一線の作業員の方々との対話を重視したパトロールを実施させて頂きました。また、
安全ヒアリングをもとにしたWebアンケートについては全国で 4,363件の回答を頂き、
皆様の取り組みへのご協力に感謝申し上げます。 
期間中に実施させて頂いた労使合同パトロールの模様は以下の通りとなります。 

＜パトロール実施模様＞ 

TTKグループ企業支部  大和グループ企業支部 

   

＜対話内容（抜粋）＞ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Webアンケートや現場での対話において皆様から頂いたご意見をもとに、各事業所での
安全衛生委員会等の場で改善に向けた労使議論を行い、より良い職場環境の実現に向けて
取り組みを行っていきますので、引き続きご協力をお願い致します。 
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内閣府は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた
取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的に運動に取り組む
こととしています。 

 

◆運動期間 
 

令和 6年 4月 6日（土）～15日（月）までの１０日間 
 
交通事故死ゼロを目指す日 4月 10日（水） 

 

◆運動の重点項目（全国） 
 

 ①こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践 

 ②歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行 

 ③自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守 

  

上記の全国重点項目のほか、地域の運動重点については都道府県が地域の交通事故実

態等に即して必要に応じ地域重点項目を定めることとなっております。 

 

 

こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践 

歩行者も交通ルールを守ろう！ 

新学期が始まる春はこどもの交通事故が多発していま

す。横断歩道では必ず止まり、右と左をよく見て車がき

ていないことを確かめてから渡りましょう。 

こどもに限らず、歩行者の違反による交通事故も多発し

ています。信号無視は絶対にせず、走行する車の直前・

直後の横断はやめましょう。 

地域・家庭で通学路等の安全を確認しよう！ 

通学路や生活道路における見守り活動を行いましょう。安全運

動期間中に地域や家庭で話し合い、交通安全について理解を深

めましょう。 

※生活道路では最高速度 30 キロの区域規制と「スムーズ横断歩道」

等の適切な組み合わせによる「ゾーン 30 プラス」の整備など、人

優先の安全・安心な通行空間を目指して対策を進めています 

歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行 

横断歩道は歩行者優先！ 

「思いやり・ゆずり合い」運転を心掛けよう！ 

横断歩道は歩行者優先です。運転者には横断歩道手前で

の減速義務や停止義務があります。歩行者の横断を妨げ

ないようにしましょう。 

歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の

気持ちを持って運転しましょう。 

飲酒運転を絶対にしない！させない！ 

あおり運転はやめよう！ 

飲酒運転やあおり運転（妨害運転）は極めて悪質で危険な犯罪

です。アルコールは少量の摂取でも安全運転に必要な情報処理

能力、注意力、判断力などを低下させ、交通事故の危険を高め

ます。お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。あお

り運転もやめましょう。 

自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守 

自転車利用者・電動キックボード等利用者は 

ヘルメット着用！ 

自転車・電動キックボード等の交通事故では頭部を負傷

することが多く、ヘルメット非着用時の致死率は着用時

と比べて高くなっています。自転車・電動キックボード

等の利用者は必ずヘルメットを着用しましょう。 

自転車・電動キックボード等利用時も交通ルールを 

守ろう！ 
自転車・電動キックボード等を利用する際には交通ルールを正

しく理解し、守りましょう。自転車・電動キックボード等は車

道通行が原則です。スマートフォン等を操作しながらの運転は

危険ですので絶対にやめましょう。 

内閣府「令和 6年 春の全国交通安全運動 リーフレット」より抜粋 


